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令和６年10月に開催した47都道府県支部評議会において、平均保険料率に
ついて、ご議論いただいた。

各支部から提出された評議会における平均保険料率に対する意見の概要は
以下のとおりであった。

１．平均保険料率に関する論点 ※（ ）内は昨年の支部数

１．平均保険料率に関する論点
 協会の財政構造に大きな変化がない中で、今後の収支見通しのほか、人口構成の変化

や医療費の動向、後期高齢者支援金の増加等を考慮した中長期的な視点を踏まえつつ、
令和７年度及びそれ以降の保険料率のあるべき水準について、どのように考えるか。

２．保険料率変更の時期
 令和７年度保険料率の変更時期について、令和７年４月納付分（３月分）からでよ

いか。

① 平均保険料率10％を維持するべきという支部 36支部（40支部）

② ①と③の両方の意見のある支部 10支部（６支部）

③ 引き下げるべきという支部 １支部（１支部）

２．保険料率の変更時期について

 47支部すべてにおいて、４月納付分（３月分）からとすることに対して異論は無
かった。

令和７年度 平均保険料率に関する論点 令和６年12月２日（月）
第132回本部運営委員会
資料（資料1-3、1-4）を一部引用し、
東京支部において作成



各支部から提出された評議会における平均保険料率に対する
意見の概要は以下のとおり

２



３



6

４



５



６



７



８


